
私道整備補助とは 

 静岡市が、付近の公道の舗装状況、生活環境から整備が必要と認められる私道について、

舗装工事等に対し工事の一部費用を補助する制度です。 

助成の対象となる道路 

補助の対象となる私道については、以下の要件をすべて満たす必要があります。 

 １．市街化区域内の私道であること。 

 ２．公図上分筆された幅 2.5ｍ以上の道、または建築基準法第 42 条に規定された   

幅 2.5ｍ以上の道（位置指定道路、２項道路）であること。 

 ３．私道の両端または一端が、舗装整備された公道に面していること。 

 ４．私道に接する５戸以上（集合住宅は１棟１戸、私道の奥行が 30ｍ以上の場合は２戸

以上）の住宅が存在し、居住し、私道を使用していること。 

 ５．一般の用に供してから５年以上経過していること。 

補助金の額 

 私道の整備に必要な工事費用と市が積算する費用の低い額の１０分の９を補助します。 

 なお、１件あたりの助成額は１００万円が限度となります。 

整備前 整備後

① ②
公

道 私　　道

④
駐車場 ⑤（集合住宅）

③

壁等により私道の利用ができな

いものは戸数に含めない

駐車場は戸数に含めない 集合住宅は１戸



工事の種類

○一般的な工事の種類は次のとおりで、市の積算基準を超えた工事は自己負担となります。 

1 舗装工事の積算基準 

内  容 
構  造 

表  層 路  盤 

アスファルト舗装 

新設・打換え 

密粒度アスコン 

厚 40ｍｍ以内 

不陸整正 

（100 ㎡あたり 2㎥以内） 

オーバーレイ 

密粒度アスコン 

平均厚 30ｍｍ以内 

２ 側溝等道路付属構造物の積算基準 

内容 構造 

Ｕ型側溝 

コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品 

有効断面は幅 300ｍｍ以内、深さ 300ｍｍ以内 

鉄筋コンクリート製溝蓋（Ｔ14 荷重用以下）を含む 

鉄製グレーチング蓋（長さ 500ｍｍ程度）はＵ型側溝延長５ｍ 

あたり１枚以下 

Ｌ型側溝 

コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品 

全幅 500ｍｍ以内   

集水桝、取り付け排水管（内径 150ｍｍ以内） 

排水管工 
コンクリート管又は塩ビ管径 200ｍｍ以内 

見切工 
コンクリート現場打ち又はコンクリート二次製品 

幅 100ｍｍ以内、高さ 200ｍｍ以内 

※既設構造物の撤去、交通整理人等の費用は市の積算の対象としません。 



申請の流れ 

○私道整備補助を希望する場合、下記の担当にまず相談してください。 

葵 区：葵南道路整備課 維持第１係 

駿河区：駿河道路整備課 維持第１係、維持第２係 

清水区：清水道路整備課 維持第１係、維持第２係 

○私道整備補助金を申請する場合、私道権利者及び利用者の皆さんの中から代表者を１名

選出し、申請してください。 

申     請 

審     査 

交付決定・通知 

工 事 着 手 

工 事 完 了 

検     査 

補助金の支払い 

（１） 位置図、公図写し（建築基準法第 42 条による場合、

道であることが証明できる書類） 

（２） 事業計画書及び予算書（様式第２号） 

（３） 実測平面図、計画平面図、横断面図、構造図 

（４） 私道整備承諾書（様式第３号） 

（５） 私道整備同意書（隣接地）（様式第４号） 

（６） 登記事項証明書 

（７） 誓約書（様式第５号） 

（８） 工事費見積書 

（９） 暴力団排除に関する誓約書兼同意書（様式第６号） 

（１０） 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

申請に必要な書類

完了時必要な書類

（１） 私道整備完了報告書（様式第９号） 

（２） 私道整備実績報告書（様式第 10 号） 

（３） 工事記録写真、出来型管理図表等 

（４） 工事請負人が発行する領収書の写し 

（５） 前号に定めるもののほか、市長が必要と認めるもの

私道整備補助金交付決定通知書（様式第７号） 

着手時必要書類 

（１） 私道整備着手届（様式第８号） 

（２） 請負業者との契約書の写し 

私道整備補助金確定通知書（様式第 11 号） 

請   求

※着手の前日までに提出 



整備後について 

工事完了後、供用にあたり以下の点に注意してください。 

 １．整備した私道は整備後 10 年間は私道として一般の用に供すること。 

 ２．一般通行の用に支障を来さないよう路上に物件を置いたり工作物を設置しないこと。 

 ３．私道用地を売却し、又貸し付けようとするときは、一般の通行の用に支障をきたさな

いよう必要な措置を講ずること。 

 ４．私道の機能を損なうことのないよう善良な管理者の注意をもって維持管理すること。 

問い合わせ先          

葵 区：葵南道路整備課 維持第１係   

    TEL：054-221-1486 

駿河区：駿河道路整備課 維持第１係 

   TEL：054-221-1443 

維持第２係 

  TEL：054-221-1734 

清水区：清水道路整備課 維持第１係 

   TEL：054-354-2027 

維持第２係 

TEL：054-354-2013 


